
四日市市告示第９２号 

  四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付要綱の一部改正を次の

ように定める。 

令和６年３月７日 

                      四日市市長  森  智 広 
  

   四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付要綱 

  四日市市耐震診断義務化沿道建築物耐震診断事業費補助金交付要綱（平成２８年四日

市市告示第２１０号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助対象） 

第３条 補助対象は、四日市市内に所在す

る対象建築物のうち所有者が、令和 8 年

3 月 31 日までに耐震改修促進法施行規

則第５条第１項各号のいずれかに掲げ

る者に行わせる耐震診断とする。 

２ （略） 

 

附 則 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限り、 

その効力を失う。 

（補助対象） 

第３条 補助対象は、四日市市内に所在する

対象建築物のうち所有者が、令和 6 年 3 月

31 日までに耐震改修促進法施行規則第５

条第１項各号のいずれかに掲げる者に行わ

せる耐震診断とする。 

２ （略） 

 

附 則 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、 

その効力を失う。 

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

（都市整備部建築指導課） 


